
 
 
 

 

最近の建材には、表面に☆☆☆☆などの星の印が印刷されています。 
 

これはＪＩＳ工場で生産されるＪＩＳ製品に表示することが義務付けられた、ホルムア

ルデヒド等級の規格を示すマークです。 
ホルムアルデヒドの放散量の性能区分を現しており、場所により使用できる星の数が変

わります。 
これ以外にも、まだ規制されていない化学物質はたくさんあります。 

 
Ｆ☆マークが付いているということは、ホルムが少しでもあるということです。 
何も無い天然素材にはそもそもマークが無いのです。（ログハウスなど） 

単体の床や壁などを見ると基準以下でも、床や壁、建具、家具等が集まると基準を超え

てしまうことがあります。 
 

化学物質過敏症は、今まで何でも無かった人がメーカー施工の新築の家に引っ越した途

端になってしまったという人を見てきました。 
出来る限り、家に住む人の健康を考えると天然素材を増やしたほうが安全ということに

なります。リフォームなどでは、頻繁にクロスの張替えがあります。 
 

少しでも減らすために、ビニールクロスをやめて布クロスでの施工をお願いしていす。 
  

健康はお金で買えません。是非、ご理解願います。 

 

 

■F☆☆☆☆（フォースター）が安全とは限らない  



■ご存知ですか？守られるべきＦ☆☆☆☆建材の濃度指針値が超えているとの報道がある事 

建築基準法内でのシックハウス対策では、使用される建材が国の定める指針値以下である事が絶対条件と

なります。しかしながら、Ｆ☆☆☆☆（フォースター）建材から国の指針値を超えたホルムアルデヒドが

検出されたとする報道がなされています。（２００３年７月２３日号 日経アーキテクチュア 下記本文抜

粋） 

「ホルム濃度が９０ȋg/㎡（Ｆ☆☆☆☆相当）のパーティクルボードを１ヶ月放置した後に測定をすると約

１６０ȋg/㎡（指針値の１．６倍）まで上昇した。 

（２００６年３月１３日号日経アーキテクチュア下記本文抜粋） 

「改正基準法の効果と限界が浮き彫りに 信頼ゆらぐＦ☆☆☆☆の表示」 

Ｆ☆☆☆☆が求めるホルムアルデヒドの放散速度５ȋg/㎡ｈの基準を超え８．２５ȋg/㎡ｈが確認された。 

 

■有名ハウスメーカーのHPによる「ホルムアルデヒド対策」記事 
A社 

○社の基準としては、使用建材は標準品及びその他弊

社設定品を含めて F☆☆☆☆としています。また、お

客様のご希望により、一部仕様を F☆☆☆にすること

は可能です。 

 

B社 

「シックハウス症候群」が、いま大きな社会問題になっています。例えば新築後しばらくの間、目がチカ

チカしたり、喉が痛くなったりするのも、この「シックハウス症候群」。その一因は、合板、建具、造作材

やクロスの接着剤に含まれているホルマリンから発生するホルムアルデヒドや VOC といった有害化学物

質です。△ホームでは、非ホルマリン系の界面活性剤を使用したクロス用接着剤をはじめ、部資材におい

てもホルムアルデヒド放散量 F☆☆☆☆相当値以下を実現。住む人の安心と健康に配慮した仕様となって

います。 

 

※コスト管理と容易な施工管理を優先する為、多くの新建材などでシステム化された大手ハウスメーカーの住宅は「人

への健康インパクト」対策は、やはり「F☆☆☆☆仕様」＋「24時間換気システム」が最大のセールスポイント＝「住

む人の安心と健康に配慮した仕様･･･」です。でも本当にこれだけでいいのでしょうか？ 

 

 

 




